
 

 

令和７年度事業計画 

                        公益財団法人 いわて愛の健康づくり財団 

 

１ 基本方針 

  当財団は、設立以来、県民の健康の保持増進を目的として、「総合的腎不全対策及び臓器

移植の推進」並びに「保健医療の推進」に関する事業を実施してきた。 

 

  具体的には、臓器移植に関する正しい知識の普及啓発、臓器提供施設の体制整備の支援等

による臓器移植の推進に取り組んでいるところであり、令和７年度においても、県民の臓器

移植への理解促進や臓器提供意思表示の普及推進、臓器移植関係医療機関の体制整備の支援

に引き続き重点的に取り組むものとする。 

 

  そのほか、情報公開の推進、適正な予算執行の推進及び職員の資質向上に引き続き取り組

むこととする。 

 

２ 事業実施計画 

  基本方針を踏まえ、令和７年度は次の事業等を実施する。 

（１）県民の臓器移植への理解促進及び臓器提供意思表示の普及推進 

  ア 臓器移植普及推進キャンペーン 

(ｱ) 春季 

参加者は、日本臓器移植ネットワークのベスト等を着用し、ウォークラリーを通じ

て普及啓発を実施。また、参加者に対して普及啓発用資料を配布 

(ｲ) 夏季 

イベント会場等において、普及啓発用資料を配布 

(ｳ) 秋季 

10月の臓器移植普及推進月間等に、県内各地において、イベント会場等で普及啓発

用資料を配布。また、県内のランドマークを移植医療のシンボルカラーであるグリー

ンにライトアップするなど、臓器移植に関する理解の促進を図る。 

(ｴ) 冬季 

  運転免許センター等において、普及啓発用資料を配架 

  イ マスメディアを活用した普及啓発 

(ｱ) 新聞広告 

臓器提供の意思表示の普及推進などに係る広告を掲載 

(ｲ) テレビ及びラジオによる広報 

県内放送局の番組・ＣＭ等を活用した広報を実施 

  ウ 臓器提供意思表示説明用リーフレットの配布等 

    公共施設等への配置依頼、市町村主催行事(成人式・産業まつり等)及び県内の高校３

年生に対する配布依頼など 

エ JR東日本 東北本線（盛岡～一関間）ドア横ポスター分割広告の掲示 

オ その他 

   （ｱ）財団ホームページやSNS等による普及啓発 

     （ｲ）財団広報誌「News Letter（仮称）」の発行による活動状況等の報告（新規） 

    発行は年2回程度を想定。（春季・秋季のキャンペーンに併せて作成。） 



 

 

      

（２）臓器移植関係医療機関の体制整備の支援 

ア 院内臓器移植コーディネーター研修会（年３回） 

    医療機関内部における連絡調整等を担う医師、看護師等の院内臓器移植コーディネー

ターの資質向上のための研修会を開催 

  イ 臓器提供施設等体制整備支援 

    臓器提供施設等における体制整備を支援するため、次の取組を実施 

(ｱ) 岩手県臓器移植コーディネーターによる、院内体制整備・オプション提示の支援 

(ｲ) 院内研修会の開催支援 

(ｳ) 消防署、防災航空センター等関係機関への訪問活動 

(ｴ) 岩手県臓器移植コーディネーターによる、警察学校での臓器移植や連携に関する講

義等 

 

（３）臓器提供事例等発生時の適切な対応 

臓器提供事例等が発生した場合、臓器移植コーディネーターが医療機関や日本臓器移植

ネットワーク等との連絡調整を行うなど、適切に対応 

 

（４）各種の助成(※) 

  ア 臓器移植希望者に対し、組織適合検査費用の一部を助成 

  イ 臓器摘出を行った医療機関に対し、その経費の一部を助成 

  ウ 臓器提供者の組織適合検査を行った医療機関に対し、その経費の一部を助成 

※  いずれも、亡くなった方からの臓器提供、臓器移植の場合に限る。 

 

（５）情報公開の推進 

    次に掲げる内容について、財団ホームページ等により情報公開するとともに、県民の求

めに応じ情報を提供 

  ア 事業実施結果・決算の概要 

  イ 事業計画・予算の概要 

  ウ その他必要な事項 

    

（６）適正な予算執行の推進 

   基本財産の安全有利な運用を引き続き行うほか、寄附及び賛助会費の受入れ（新規）に

より歳入確保に努めるとともに、効率的な歳出の執行に努める。 

 

（７）職員の資質向上 

   研修会等(日本臓器移植ネットワークが主催するもの等)に職員を参加させること等に

より、職員の資質向上を図る。 

   

 


